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(3) その他の工作物凡例

(4)水位・雨量観測所等凡例
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５－７ 植生調査を伴う河川横断測量

5-7-1 適用範囲

本調査は、河道計画及び維持管理計画等を立案する際の基礎資料とするため、河川横

断測量に併せて河岸の植生状況や繁茂する樹木の状態を把握するものである。

なお、河川横断測量については、５－４ 定期横断測量、５－６ 工事用測量 による

ものとする。

5-7-2 事前調査

１．航空写真の判読と既存植生図（1/50,000 自然環境保全基礎調査 環境庁）を参考に、

調査地域の植生の概要を把握し、植生図の下図を作成するものとする。

なお、植生図の下図は、既存の平面図上に作成するものとするが、既存平面図が無い

場合には、国土地理院発行の1/25,000地形図を用いるものとする。

２．事前調査においては、次の各項目について把握するものとする。

(1) 自然環境保全基礎調査（植生調査）の既存植生図より、調査地の植生概要を把握

する。

(2) 最新の航空写真を判読し、調査地範囲内の植生状況を把握する。

(3) 横断測量では把握できない区域の内、植生分布上重要と判断される区域を把握す

る。

(4) 航空写真での判読が不明瞭であり、現地で確認すべき箇所を把握する。

5-7-3 植生図作成調査

航空写真及び 5-7-2 事前調査 で作成した植生図（下図）を携帯し、写真判読ができ

なかった箇所や不明瞭であった箇所、経年変化を現地で確認するとともに、5-7-4 群落

組織調査 で計測されない箇所の、地形の起伏、地物、土地利用、河畔の樹木の状態を

確認する。その際、地物・土地利用状況の変化点並びに植生状況の変化点も併せて確認

すること。

5-7-4 群落組織調査

横断測量を実施する際に、横断測線上の代表的な樹木について、樹種、樹高、胸高直

径、範囲等を次のとおり調査するものとする。

(1) 調査位置

横断測線上の植生状況を把握し、草地から樹林帯、樹林帯から原野、畑から樹林

帯などの変化点を計測するものとする。調査する範囲は、横断測線上から上下流５

ｍ程度の範囲とし、樹木の計測位置は幹の中心とすること。

(2) 樹種

現地の代表的な樹木を選定し、その樹種を調べるものとする。樹種については、

原則として「広葉樹」「針葉樹」の区分までとするが、樹種の名称が現地で判別可

能な場合は、5-7-5 調査成果のとりまとめ (1)の「表 樹種別表現凡例」に記載し

ている代表的な樹種名を参考に記載すること。
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(3) 樹高

前記(2)で選定した代表的な樹木のおおよその樹高（ｍ単位）を調べるものとす

る。なお、調査地が草地の場合は、草丈を計測するものとする。

樹高の間接計測の簡易的な計測方法は、図５－１を参考とすること。

図５－１ 対象樹木までの距離と角度により樹高を推定する方法

（計算例）

計測する樹木までの距離 ： L =9.0m

計測者の地面から目までの高さ ： h2=1.5m

腕の長さ ： L'=0.7m

目と腕の高さ ： h4=0.15m

読み取り高さ ： h3=0.63m

とすると、

H=(h3-h4)×(L÷L')+h2

=(0.63-0.15)×(9.0÷0.7)+1.5 = 7.67 ≒ 8m（小数第１位四捨五入）

(4) 胸高直径

前記(2)で選定した代表的な樹木の胸高直径（５㎝単位）を調べるものとする。

胸高直径とは、樹木直径の基準となるもので、根元から１．３ｍの高さの直径であ

る。なお、傾斜地の場合の高さは、山側の根元から計測するものとする。

計測については、直径５㎝以上を対象とし、樹木が二股以上に分かれている場合

は、最大直径を記載するものとする。

距離と角度からの計測 

H 

h1 

h3 

L 

L’ 
h2 

H : 計測する樹木高 

L : 樹木までの距離 

h1 : 計算高さ１ 

h2 : 地面から目までの高さ 

h3 : 読み取り高さ 

h4 ：目と腕の高さ 

L’: 腕の長さ 

h4 

H = ( h3 - h4 )×( L ÷ L’) + h2 
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(5) 調査範囲

前記(1)の調査位置において、樹種や樹高の異なる箇所を横断測線の上下流から

確認し、それらの平均的な位置を計測するものとする。

また、横断測線周辺の状況（植生界など）については、野帳に記録するものとす

る。

 

 
W=6m 

W=20m 

( ハンチ部分の表現 ) 
ハンチ部のように横断測線上に樹木（樹林帯）が無くても、前
後の状況を見て計測し、横断測線上にある樹林帯と同様に表
現すること。（着色による分類は不要。） 

幹中心を計測する 

 

5m 程度 

5m 程度 
横断測線 

図のように、横断測線上に樹木（樹林帯）が無い場合でも、横断測線上から上

下流５ｍ程度を確認し、樹種、樹高などを調べること。（ハンチ部） 
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(6) 写真撮影

写真撮影は、１箇所１～２枚程度とし、河畔林全体を横断測線や撮影方向が分か

るように撮影するものとする。写真には、樹高などが把握できるようにスタッフや

ポールを必ず入れること。

また、写真の撮影位置については、植生現況平面図に示すものとする。

5-7-5 調査成果のとりまとめ

(1) 植生現況横断図の作成

植生現況横断図は、左岸を左とし、上段より作図するものとする。図中には、測

点、地盤高、露岩・崩壊、護岸、植生情報を表記すること。

なお、植生情報の表記方法は、原則として次のとおりとする。

(ｱ) 樹木、草などは、次表で示すそれぞれの記号で表すこと。ただし、樹高を図

面上に反映する必要はない。

(ｲ) 樹木記号の上方には、樹種、樹高(ｍ)、直径(㎜)を、樹種・樹高・直径の順

に記載すること。

例）広（ヤナギ類） H=15 φ250

(ｳ) 樹木が連続している区間は、樹林帯の両端を示し、矢印で結ぶこと。

(ｴ) その他現場の状況について、気がついた点や注意点等があれば、図面内に記

入すること。

表 樹種別表現凡例

樹 種 記 号 代表的な樹種名

エゾマツ、トドマツ、カラマ

1.5㎝
ツ、アカマツ、イチョウ

針 葉 樹
2.0㎝

1.0㎝

シラカンバ、ハルニレ、カツ

1.5㎝
ラ、イチノキ、ホオノキ、イ

広 葉 樹
2.0㎝ タヤカエデ、ミズナラ、カシ

ワ、ドロノキ、オニグルミ、

ハンノキ、ヤナギ類、ブナ、

1.0㎝ ミズキ、ヤチダモ

草 本 類 0.5㎝

0.5㎝

（注）記号の寸法は、横断図の縮尺が縦1/100、横1/100の場合である。
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(ｵ) 別紙－１に植生現況横断図の作成例を示したので、参考とすること。

(2) 植生現況平面図の作成

横断測量により計測した情報は、平面図に反映させ、横断図と平面図の整合を図

るものとする。なお、植生情報の表記方法は、原則として次のとおりとする。

(ｱ) 植生範囲については、地類界・植生界ごとに区分し表示すること。

(ｲ) 区分した植生範囲には、横断図と同様に、樹種、樹高(ｍ)、直径(㎜)を、樹

種・樹高・直径の順に記載すること。

(ｳ) 平面図は着色するものとする。着色は、河畔林～黄緑、植林等～濃緑、耕作

地～薄茶を基本とし、河畔林や植林を樹種別に分類する場合は、黄色～緑色の

濃淡で区別するものとする。

(ｴ) 別紙－２に植生現況平面図の作成例を示したので、参考とすること。

(3) 河畔林調査シートの作成

(ｱ) 樹木に関する調査結果のとりまとめは、河畔林調査シート（様式第５－１号）

に整理するものとする。ただし、横断上の樹林帯の計測位置などについては、

観測手簿の備考欄に記入するものとする。

(ｲ) 河畔林調査シートは、別紙－３の記入例を参考に作成するものとし、貼付し

た写真は、河川名（支川名）、測点、写真名称が判るように電子データ化する

ものとする。

(4) 成果等

河川横断測量と併せて行う植生調査の成果等は、原則として次のとおりとする。

電子成果品保管帳 １冊

電子媒体一覧

(ｱ) 植生現況平面図（着色版、原図）

(ｲ) 植生現況横断図

(ｳ) 河畔林調査シート

(ｴ) 写真、図面
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様式第５－１号 河畔林調査シート

調査年月日

河 川 名

測 点

調 査 者 名

方向 番号 ＣＬからの距離
写真

樹 種 種 名 樹 高 胸高直径 林 床 備 考
（ｍ） 番号 （ｍ） （㎝）

左
～

～

岸
～

～

右
～

～

岸
～

～

※ 樹 種 … 「広葉樹」、「針葉樹」、「針広混交」から選択

種 名 … 種名については、判別可能なもののみ記載

樹 高 … 目視など簡易手法による高さ（ｍ単位）

胸高直径 … 木の根元より高さ１．３ｍの位置における直径（５㎝単位）

林 床 … 河畔林における下草の状態を記入（「草」「ササ」等、裸地の場合は「－」を記入）

（方向・番号、写真番号、撮影方向を記入）

コ メ ン ト

（写 真 貼 付）

※ スタッフ或いはポールを必ず入れて写真を撮影すること。

（方向・番号、写真番号、撮影方向を記入）

コ メ ン ト

（写 真 貼 付）

※ スタッフ或いはポールを必ず入れて写真を撮影すること。
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別紙－１ 植生現況横断図（作成例）



Ⅰ-5-25

別紙－２ 植生現況平面図（作成例）
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